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郡山市地域福祉計画
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2022（令和４）年度～2025（令和７）年度
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【自助・互助・共助・公助のイメージ図】

例）・自らの健康管理（セルフケア）
　　・市場サービスの購入

自助
例）・ボランティア活動
　　・住民組織の活動
　　・当事者団体による取組

互助

例）・介護保険制度
　　・医療保険制度

共助
例）・ボランティア、住民組織の活動へ
　　　の公的支援
　　・各種福祉事業、生活保護制度

公助

１　地域福祉計画とは

２　計画策定の背景・目的

※１自助：市民（個人・家族など）が自らの生活の質を維持・向上させるために行う努力や行動。
※２互助：自助ではできないことを市民などで互いに解決し合う支えあい。
※３共助：年金、医療保険、介護保険などの被保険者による相互扶助。
※４公助：公的機関による体制やサービスなどの支援。
※５地域共生社会：制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」、「受け手」といった関係を超え、

地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源
が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らし
と生きがい、地域をともに創っていく社会。

　地域福祉とは、それぞれの地域において人々が安心して暮らせるよう地域住民や公私
の社会福祉関係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え方であ
り、本計画は地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画になります。

　近年、少子高齢化の一層の進行や核家族世帯及び単身世帯の増加などによる社会構造
の変化、また、個人のライフスタイルの多様化により、地域のつながりの希薄化や家庭
や地域でお互いに支えあう機能の低下が顕著となっています。
　今後、多様化していく地域福祉のニーズに対応していく必要があることから、「自助※１」
を基本とした上で、「互助※２」、「共助※３」、「公助※４」を適切に組み合わせることにより、
市と住民、関係機関、事業者等が協働しながら支えあう地域共生社会※５の実現を目指
すため、社会福祉法等の関係法令の趣旨に鑑み、第４期郡山市地域福祉計画（以下「本
計画」という。）を策定します。

１ぺーじ 

１ ちいきふくしけいかくとは 

ちいきふくしとは それぞれのちいきにおいてひとびとがあんしんしてくらせるよ

う ちいきじゅうみんやこうしのしゃかいふくしかんけいしゃがおたがいにきょう

りょくして ちいきしゃかいのふくしかだいのかいけつにとりくむかんがえかたで

あり ほんけいかくはちいきふくしのすいしんにかんするじこうをいったいてきに

さだめるけいかくになります 

２ けいかくさくていのはいけい もくてき 

きんねん しょうしこうれいかのいっそうのしんこうやかくかぞくせたいおよびた

んしんせたいのぞうかなどによるしゃかいこうぞうのへんか また こじんのライ

フスタイルのたようかにより ちいきのつながりのきはくかやかていやちいきでお

たがいにささえあうきのうのていかがけんちょとなっています 

こんご たようかしていくちいきふくしのニーズにたいおうしていくひつようがあ

ることから じじょをきほんとしたうえで ごじょ きょうじょ こうじょ をて

きせつにくみあわせることにより しとじゅうみん かんけいきかん じぎょうし

ゃとうがきょうどうしながらささえあうちいききょうせいしゃかいのじつげんをめ

ざすため しゃかいふくしほうとうのかんけいほうれいのしゅしにかんがみ、だい

４きこおりやましちいきふくしけいかくをさくていします 
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福祉面から推進

郡山市まちづくり基本指針
（あすまちこおりやま）

郡山市が策定する
各種行政計画

第５次地域福祉活動計画
2022（令和４）～2025（令和７）年度

第４期郡山市地域福祉計画
2022（令和４）～2025（令和７）年度

分野別の推進

整合・連携
みなぎる健康生きいきこおりやま21

食育推進計画

ニコニコ子ども・子育てプラン

いのち支える行動計画

高齢者福祉計画・介護保険事業計画

障がい者福祉プラン

〇障害　　〇高齢・介護　　〇健康
〇食育　　〇子ども　　〇自殺対策

関　

連　

個　

別　

計　

画

整合・連携

郡　　山　　市

郡山市社会福祉協議会

※成年後見制度利用促進基本計画を
　一体的に策定。

３　計画の位置づけ
　本計画は、本市の最上位計画である「郡山市まちづくり基本指針（あすまちこおりや
ま）」の保健福祉に関連する分野の部門別計画であると同時に、保健福祉分野の各個別
計画の上位計画に位置付けられています。
　また、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に規定する「成年後見制度利用促
進基本計画」の内容を含み、同計画を一体的に策定しています。
　併せて、社会福祉法第 109条に規定する民間組織である社会福祉協議会が、地域住
民や関係機関との連携により地域福祉活動の実践に向け策定する「地域福祉活動計画」
の理念計画としても位置付けています。

２ぺーじ 

３ けいかくのいちづけ 

 ほんけいかくは ほんしのさいじょういけいかくである こおりやましまちづく

りきほんししん（あすまちこおりやま） のほけんふくしにかんれんするぶんやの

ぶもんべつけいかくであるとどうじに ほけんふくしぶんやのかくこべつけいかく

のじょういけいかくにいちづけられています 

 また せいねんこうけんせいどのりようのそくしんにかんするほうりつ にきて

いする せいねんこうけんせいどりようそくしんきほんけいかく のないようをふ

くみ どうけいかくをいったいてきにさくていしています 

あわせて しゃかいふくしほうだいひゃくきゅうじょうにきていするみんかんそし

きであるしゃかいふくしきょうぎかいが ちいきじゅうみんやかんけいきかんとの

れんけいによりちいきふくしかつどうのじっせんにむけさくていする ちいきふく

しかつどうけいかく のりねんけいかくとしてもいちづけています 
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４　基本理念　

５　基本目標

　2000（平成 12）年６月の社会福祉事業法から社会福祉法への改正により、地域福
祉の推進を目的として市町村地域福祉計画の策定が法律において定められました。
　2018（平成 30）年４月１日施行の社会福祉法の一部改正においては、目指すべき
社会として公的な福祉だけではなく、地域の多様な主体が「我が事」として参画し、互
いに支え合う社会を指す地域共生社会が示され、2021（令和３）年４月１日施行の社
会福祉法の一部改正では地域共生社会の実現のため、「地域生活課題の解決に資する支
援が包括的に提供される体制の整備に関する事項」が市町村地域福祉計画に盛り込むべ
き事項として追加されました。
　本計画では、関係法令の改正を踏まえるとともに、本市で継続的に取り組んでいるセー
フコミュニティ活動による安全・安心な地域づくりの推進、SDGs※６の視点を反映し、
第３期郡山市地域福祉計画に引き続き、「地域共生社会」の実現を目指すため、次のよ
うに基本理念を定めます。

　基本理念と SDGs の考え方を踏まえ、以下の基本目標を掲げます。
（１）人と人とがつながり、誰もが安心して暮らせるまち
　人と人とがつながり合い、誰もが安心して暮らせるように地域福祉活動を推進する
担い手の育成、活動しやすい体制づくりを進めます。

（２）誰もが互いに支えあい、誰にでもやさしいまち
　地域の各関係機関と行政がより一層の連携を図り、一人ひとりのニーズに合った適
切な支援サービスが一体的に提供できる体制整備や包括的な相談支援体制整備に取り
組みます。

（３）誰もが健康で生きいきと暮らせるまち
　いつまでも自分らしい暮らしができるように健康づくりを進めるほか、病気になっ
ても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう体制づくりを進めます。

※６SDGs：読みはエスディージーズ。「Sustainable 
Development Goals（持続可能な開発目標）」
の略称。2015（平成 27）年にニューヨーク
国連本部で開催された「国連持続可能な開発サ
ミット」において採択された 2030 年までに
持続可能でよりよい世界の実現を目指す国際目
標。地球上の “ 誰一人取り残さない ” 社会の実
現を目指し、17のゴール（目標）と 169のター
ゲット（具体目標）から構成されている。

「 誰一人取り残されない 
　 安全・安心な地域共生のまち　郡山 」

３ぺーじ 

４ きほんりねん 

にせんねん６がつのしゃかいふくしじぎょうほうからしゃかいふくしほうへのかい

せいにより ちいきふくしのすいしんをもくてきとしてしちょうそんちいきふくし

けいかくのさくていがほうりつにおいてさだめられました 

ほんけいかくでは かんけいほうれいのかいせいをふまえるとともに ほんしでけ

いぞくてきにとりくんでいるセーフコミュニティかつどうによるあんぜんあんしん

なちいきづくりのすいしん エスディージーズのしてんをはんえいし だい３きこ

おりやましちいきふくしけいかくにひきつづき ちいききょうせいしゃかいのじつ

げんをめざすため つぎのようにきほんりねんをさだめます 

きほんりねん 

だれひとりとりのこされない あんぜんあんしんなちいききょうせいのまち こお

りやま 

５ きほんもくひょう 

 きほんりねんとエスディージーズのかんがえかたをふまえ いかのきほんもくひ

ょうをかかげます 

１ ひととひととがつながり だれもがあんしんしてくらせるまち 

ひととひととがつながりあい だれもがあんしんしてくらせるようにちいきふくし

かつどうをすいしんするにないてのいくせい かつどうしやすいたいせいづくりを

すすめます 

２ だれもがたがいにささえあい だれにでもやさしいまち 

ちいきのかくかんけいきかんとぎょうせいがよりいっそうのれんけいをはかり ひ

とりひとりのニーズにあったてきせつなしえんサービスがいったいてきにていきょ

うできるたいせいせいびやほうかつてきなそうだんしえんたいせいせいびにとりく

みます 

３ だれもがけんこうでいきいきとくらせるまち 

いつまでもじぶんらしいくらしができるようにけんこうづくりをすすめるほか び

ょうきになってもすみなれたちいきであんしんしてくらせるようたいせいづくりを

すすめます 
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６　計画の体系
　基本理念及び基本目標の実現に向けて、以下の計画体系とします。

誰一人取り残されない　安全・安心な地域共生のまち　郡山
基
本
理
念

基
本
目
標

重
点
施
策

横
断
的
取
組

見守り支援体制
の整備

地域活動への
支援・参加の促進

包括的支援体制
の整備

誰もが互いに支えあい、
誰にでもやさしいまち

人と人とがつながり、
誰もが安心して
暮らせるまち

誰もが健康で
生きいきと暮らせるまち

地域福祉の
担い手の育成

関係機関との
連携体制の強化

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進

セーフコミュニティ活動の推進

権利擁護・虐待防止への支援

感染症への対策

災害に強い体制づくり

４ぺーじ 

６ けいかくのたいけい                          

きほんりねんおよびきほんもくひょうのじつげんにむけて いかのけいかくたいけ

いとします きほんりねんのしたにきほんもくひょう ３こうもくをせっていして

います きほんもくひょうのしたにじゅうてんせさく ５こうもくをせっていし 

すべてのじゅうてんせさくをとりくむうえでじゅうしすべき おうだんてきとりく

みをせっていしています 

 

きほんりねん だれひとりとりのこされない あんぜん・あんしんなちいききょう

せいのまち こおりやま  

きほんもくひょう１ ひととひととがつながり だれもがあんしんして くらせる

まち  

きほんもくひょう２ だれもがたがいにささえあい だれにでもやさしいまち 

きほんもくひょう３ だれもがけんこうで いきいきとくらせるまち 

じゅうてんせさく１ ちいきふくしのにないてのいくせい 

じゅうてんせさく２ ちいきかつどうへのしえん・さんかのそくしん 

じゅうてんせさく３ みまもりしえんたいせいのせいび 

じゅうてんせさく４ ほうかつてきしえんたいせいのせいび 

じゅうてんせさく５ かんけいきかんとのれんけいたいせいのきょうか 

おうだんてきとりくみ１ けんりようご・ぎゃくたいぼうしへのしえん 

おうだんてきとりくみ２ さいがいにつよいたいせいづくり 

おうだんてきとりくみ３ セーフコミュニティかつどうのすいしん 

おうだんてきとりくみ４ かんせんしょうへのたいさく 

おうだんてきとりくみ５ デジタルトランスフォーメーションのすいしん 
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７　重点施策の展開

取　組　内　容

住 民 の 役 割 ・町内会への加入や民生委員・児童委員、町内会役員などを引き受
けます。

地 域 の 役 割 ・町内会未加入世帯への加入や地域行事への参加について呼びかけ
ます。

事業者の役割

・ボランティア登録（個人・団体）を行い、登録者に対して情報提
供等の支援を行います。【社会福祉協議会】
・地域を対象とした地域福祉活動やボランティア活動に関する出前
講座を実施します。【社会福祉協議会】

行 政 の 役 割
・民生委員・児童委員等の活動を支援します。
・民生委員・児童委員等になられた方に対して研修を行います。
・市民活動団体への人材育成や支援を行います。

重点施策１　地域福祉の担い手の育成

取　組　内　容

市 民 の 役 割
・町内会やボランティアなどの活動内容を理解します。
・町内会やボランティアなどの活動に参加します。

地 域 の 役 割
・地域行事について広報し、住民へ周知します。
・地域活動を企画・実施します。

事業者の役割

・地区社会福祉協議会の区域単位に第２層協議体を設置し、地域内
の事業者、NPO、ボランティア、住民などで情報共有や地域課題
の解決に向けた話し合いを行います。【社会福祉協議会】
・様々な専門性を生かし、地域行事に参加します。

行 政 の 役 割
・社会福祉協議会、地域団体等への事業を支援します。
・地域活動の情報を発信します。

重点施策２　地域活動への支援・参加の促進

５ぺーじ 

７ じゅうてんせさくのてんかい 

じゅうてんせさく１ ちいきふくしのにないてのいくせい 

じゅうみんのやくわり ちょうないかいへのかにゅうやみんせいいいんじどういい

ん ちょうないかいやくいんなどをひきうけます 

ちいきのやくわり ちょうないかいみかにゅうせたいへのかにゅうやちいきぎょう

じへのさんかについてよびかけます 

じぎょうしゃのやくわり ボランティアとうろくをおこない とうろくしゃにたい

してじょうほうていきょうなどのしえんをおこないます ちいきをたいしょうとし

たちいきふくしかつどうやボランティアかつどうにかんするでまえこうざをじっし

します 

ぎょうせいのやくわり みんせいいいんじどういいんなどのかつどうをしえんしま

す みんせいいいんじどういいんなどになられたかたにたいしてけんしゅうをおこ

ないます しみんかつどうだんたいへのじんざいいくせいやしえんをおこないます 

じゅうてんせさく２ ちいきかつどうへのしえん さんかのそくしん 

しみんのやくわり ちょうないかいやボランティアなどのかつどうないようをりか

いします ちょうないかいやボランティアなどのかつどうにさんかします 

ちいきのやくわり ちいきぎょうじについてこうほうし じゅうみんへしゅうちし

ます ちいきかつどうをきかく じっしします 

じぎょうしゃのやくわり ちくしゃかいふくしきょうぎかいのくいき たんいにだ

い２そうきょうぎたいをせっちし ちいきないのじぎょうしゃ ＮＰＯ ボランテ

ィア じゅうみんなどでじょうほうきょうゆうや ちいきかだいのかいけつにむけ

たはなしあいをおこないます さまざまなせんもんせいをいかし ちいきぎょうじ

にさんかします 

ぎょうせいのやくわり しゃかいふくしきょうぎかい ちいきだんたいなどへのじ

ぎょうをしえんします ちいきかつどうのじょうほうをはっしんします 
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取　組　内　容

市 民 の 役 割

・地域の支援を要する人の情報を行政や民生委員・児童委員などに
報告します。
・日常生活におけるあいさつや地域の行事などに参加することによ
り、地域の方とのつながりを形成します。
・避難行動要支援者避難支援制度への登録申請を行います。

地 域 の 役 割 ・民生委員・児童委員が地域の見守り活動の実施及び困りごとの相
談を受け付けます。

事業者の役割

・地域による見守り活動を支援します。【社会福祉協議会】
・地域の集いの場への参加が難しい高齢者等に対して訪問による見
守り活動を実施します。【社会福祉協議会】
・市や県の見守り事業に登録し、日常業務の中での見守り・早期対
応に向けた連絡を行います。

行 政 の 役 割

・避難行動要支援者避難支援制度の制度対象者に対して、周知及び
登録勧奨を行います。
・避難行動要支援者避難支援制度の登録者名簿を作成し、関係機関
及び地域に提供して情報共有を図ります。

重点施策３　見守り支援体制の整備

取　組　内　容

市 民 の 役 割 ・抱えている地域生活課題について、行政、相談支援機関、民生委
員・児童委員などに相談します。

地 域 の 役 割 ・地域での生活課題を抱えているケースの情報を各相談支援機関や
行政につなぎます。

事業者の役割 ・福祉関係事業者の相談支援機能を地域に提供するとともに、行政
と連携することにより相談機能の充実を図ります。

行 政 の 役 割
・市内にある相談窓口の周知及び利用の促進を図ります。
・相談支援機関と関係機関と行政の連携を深め、多様な生活課題に
対応できる包括的な相談支援体制を整備します。

重点施策４　包括的支援体制の整備

６ぺーじ 

じゅうてんせさく３ みまもりしえんたいせいのせいび 

しみんのやくわり ちいきのしえんをようするひとのじょうほうを ぎょうせいや

みんせいいいんじどういいんなどにほうこくします にちじょうせいかつにおける

あいさつやちいきのぎょうじなどにさんかすることにより ちいきのかたとのつな

がりをけいせいします ひなんこうどうようしえんしゃひなんしえんせいどへのと

うろくしんせいをおこないます 

ちいきのやくわり みんせいいいんじどういいんがちいきのみまもりかつどうのじ

っしおよびこまりごとのそうだんをうけつけます 

じぎょうしゃのやくわり ちいきによるみまもりかつどうをしえんします ちいき

のつどいのばへのさんかがむずかしいこうれいしゃとうにたいして ほうもんによ

るみまもりかつどうをじっしします 

ぎょうせいのやくわり ひなんこうどうようしえんしゃひなんしえんせいどのとう

ろくしゃめいぼをさくせいし かんけいきかんおよびちいきに ていきょうして 

じょうほうきょうゆうをはかります 

じゅうてんせさく４ ほうかつてきしえんたいせいのせいび 

しみんのやくわり かかえているちいきせいかつかだいについて ぎょうせい そ

うだんしえんきかん みんせいいいんじどういいんなどにそうだんします 

ちいきのやくわり ちいきでのせいかつかだいをかかえているケースのじょうほう

を かくそうだんしえんきかんやぎょうせいにつなぎます 

じぎょうしゃのやくわり ふくしかんけいじぎょうしゃのそうだんしえんきのうを

ちいきに ていきょうするとともに ぎょうせいとれんけいすることにより そう

だんきのうのじゅうじつをはかります 

ぎょうせいのやくわり しないにあるそうだんまどぐちのしゅうち およびりよう

のそくしんをはかります そうだんしえんきかんとかんけいきかんとぎょうせいの

れんけいをふかめ たようなせいかつかだいにたいおうできるほうかつてきなそう

だんしえんたいせいをせいびします 
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取　組　内　容

市 民 の 役 割 ・社会福祉協議会、福祉サービス事業者、ボランティア団体、地域
活動団体などの活動への理解を深め、活動に参加します。

地 域 の 役 割 ・地域で潜在化している問題ケースの情報を各相談支援機関や行政
につなぎます。

事業者の役割

・ボランティア団体や地域活動団体との交流会を行い、意見・情報
交換を実施することで新たなつながりを構築します。【社会福祉
協議会】
・社会福祉協議会、福祉サービス事業者、ボランティア団体、地域
活動団体などの様々な主体が連携して事業を実施することによ
り、地域福祉活動の充実を図ります。

行 政 の 役 割
・社会福祉協議会、福祉サービス事業者、ボランティア団体、地域
活動団体などの様々な主体と連携した事業を推進することによ
り、事業効果の向上を図ります。

重点施策５　関係機関との連携体制の強化


